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参議院東日本大震災復興特別委員会 会議録抄 
（福島復興再生特措法改正案 審議） 

 

○鬼木誠 立憲民主・社民の鬼木誠でございます。本日はどうぞよろしくお願い

申し上げます。 

 今国会、本会議、そして本委員会、又は予算委員会、決算委員会、多くの委員

会で東日本大震災からの復旧復興に関する質疑が行われたと。そして、その質問

に対してそのたびに、政府、それぞれの大臣の皆さんからは、被災者に寄り添う、

あるいは、福島の復興なくして東北の復興なし、東北の復興なくして日本の再生

なし、まさに復旧復興に向けた基本的な姿勢あるいは決意の答弁がなされたよ

うに感じます。 

 今国会でこの答弁を頻繁に耳にしたのは、今国会の中でやっぱり東日本大震

災からの復旧復興、とりわけ福島原発事故からの復旧復興に関連をする重要な

法案が数多く提出をされていたから、加えて、それらの法案が福島の復旧復興に

とって極めて大きな意味を持つものであったからではないかというふうに思っ

ています。そして、あえて付け加えれば、それらの法案が、十年以上復旧復興に

向けたたゆまぬ努力を続けてこられた福島の皆さんにとって受け止め難い、あ

るいは許し難い、そのような内容を多く含むものであった。それがゆえに、政府

の姿勢をもう一度聞きたい、質問の数が増えたんではないか、そして、私自身が

そうであったように、そのような福島の皆さんの心情あるいは問題意識を共有

させていただきながら質問をさせていただいたんではないかというふうにも思

っています。 

 復旧復興がいまだ道半ばであることについては、ここにいらっしゃる委員の

皆さんは全員、その思い、共有だというふうに思っています。その意味で、あの

震災、そして原発事故は過去の災害ではなくて現在進行形の災害である、このこ

ともまた共有できるのではないかというふうに思いますし、私自身も現地に行

くたびにその思いを強くいたします。 

 にもかかわらず、例えば、今日の午前中の本会議でも議論をされましたけれど

も、原子炉の使用年限を実質延長する、あるいは原発の新増設を推進をする、あ

るいは復興所得税に関する課題などなど、発災から十年を過ぎたことを契機と

するように一気に法律が変えられる、あるいは取り巻く環境や制度が変えられ

ようとしている。そのことに対して、現地の皆さん、政府はあの震災や原発事故

を現在進行形の災害として捉えてないんではないか、過去の出来事として一区

切りを打とうとしているのではないか、そのような思いで今回の動きを捉えて
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いらっしゃる方たくさんいらっしゃるんではないかというふうに思うんです。

口では寄り添うと言いつつ、本当はもう忘れていいんではないかと、そのように

思ってはいないか、そんな不信や不安を感じていらっしゃる現地の皆さんがい

らっしゃる、是非そのことは改めてお伝えをしておきたいというふうに思いま

すし、不安を払拭をするためには真摯に今ある課題と向き合う必要がある、そし

て更なる努力を続けていく必要がある、その姿勢を現地の皆さんに見ていただ

く必要がある、そのことも付け加えておきたいというふうに思います。 

 福島の復旧復興に向けては、廃炉、そして除染が私は大きなポイントだと、極

めて重要であるということを、この間、様々な場面で訴えさせていただきました。

その廃炉について一点お尋ねをしたいというふうに思います。 

 先日、福島第一原発の一号機の内部の様子が水中ロボットのカメラ映像によ

って明らかになりました。想定でしかなかった内部の状況が鮮明に明らかにな

ったことによって、廃炉作業、とりわけ燃料デブリの取り出しについて、これま

で以上にやっぱり難しいんじゃないか、困難じゃないかというような見方とい

うことも意見として出されたところでございます。加えて、この調査によって、

原子炉を支えるコンクリート製の台座が著しく損傷している、そのような実態

も明らかになりました。もし今のような状態の中で大きな地震が起こったら、放

射性物質が外部に流出する事態になりかねない、そのような指摘もなされてい

ました。ただ、このような指摘に対し東電からは、耐震性を含めて原子炉格納容

器が損傷するおそれは低いという見解が出され、恐らく決算委員会でも同様の

趣旨の答弁がなされたんではないかというふうに記憶をしているところでござ

います。 

 しかし、この問題に対して、五月の二十四日、原子力規制委員会で議論がなさ

れ、敷地外に放射性物質が飛散するケースも想定し、対策を検討するように、そ

のような指示を東電に出すと方針が決められたということが報道をされていま

す。二十五日の東京新聞の記事によれば、規制委員会の山中委員長は、周辺環境

や住民に影響があるかもしれないことについては事故を起こした東電に素早く

やってもらうことが責務だとおっしゃった。さらに、規制委員会の杉山委員から

は、東電の見解は楽観的、それなら大丈夫とは考えられない、このようなコメン

トの紹介もなされているところでございます。 

 これ、僕、杉山委員のおっしゃるとおりだと思うんです。この問題に対して決

して楽観的になってはならない、より厳しく言うと、原発事故に起因する課題に

ついて、そしてとりわけ廃炉に関する課題について、楽観的になれる気が知れな

いというふうに私は思っています。 

 この規制委員会からの指示というものを踏まえて、今後どのようなスケジュ

ールで検討と対策がなされるのか、今段階でのお考えがあればお聞かせをいた



だきたいというふうに思います。とりわけ、昨今、大きな地震が日本中で続いて

います。対策や検討が遅れれば遅れるほど危機的な状況につながりかねない、そ

のような強い危機意識を持って素早い御対応をいただきたいというふうに思い

ますけれども、改めましてその日程感等についてお答えをいただければと思い

ます。 

○山口裕之 東京電力副社長 東京電力ホールディングスの山口でございます。 

 福島第一原子力発電所から十二年が経過してございますけれども、今もなお

広く社会の皆様に大変な御心配、御迷惑をお掛けいたしましたこと、改めまして

おわびを申し上げます。 

 お答えを申し上げます。 

 五月二十四日の原子力規制委員会における御議論を踏まえ、原子炉格納容器

に開口部が生じた場合の周囲への影響などについて評価するよう、原子力規制

庁より御指示を受けてございます。現在、敷地境界におけるダスト飛散の影響の

評価や対策について検討を進めておりますが、次回の技術会合等において速や

かに原子力規制庁に御報告をしたいと考えてございます。 

 三つ御指示をいただいてございますけれども、もう一つ、ペデスタルの支持機

能が喪失したとして、圧力容器、格納容器の構造上の影響がないか検討すること、

こちらの指示につきましては評価が完了次第報告することが求められてござい

ますので、そのようにさせていただきたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○鬼木誠 次回の委員会はちなみにいつ予定されているのか、教えてください。 

○山口裕之 東京電力副社長 六月五日の予定でございます。 

○鬼木誠 ありがとうございました。 

 日が余りない中での御苦労もあるかというふうに思いますけれども、先ほど

申しましたように、やっぱりこれ急がにゃいかぬと思うんです。遅れれば遅れる

ほど危険が高まるというふうに不安を感じていらっしゃる、たくさんいらっし

ゃる。是非取り急ぎの検討、そして十分な対策打っていただくことを心よりお願

いをしておきたいというふうに思います。 

 山口参考人にはこれ以降質問ございませんので、出席のお取り計らいについ

ては委員長、お願いしたいと思います。 

○古賀之士 特別委員長 山口参考人におかれましては御退室いただいて結構

でございます。 

○鬼木誠 それでは、法案に関する質問、とりわけ移住期間に関する質問につい

て移らせていただきたいというふうに思います。 

 私たち立憲民主党の東日本大震災復興対策本部は、今年の三月に福島県の被

災地視察を行いました。その際に現地の首長の皆さんとも意見交換を行った、
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様々な御意見をお伺いしたところでございますけれども、その際、浪江町長から

は、福島十二市町の将来像を踏まえた復興についての御要望というものをお受

けをしました。その中に、交流人口を拡大する施策、交流人口から定住人口につ

なげる施策をソフト、ハード面で実施できるよう十分な予算の確保と柔軟な支

援制度を構築をすること、このような内容がございました。 

 交流人口を拡大する施策とは、二地域居住あるいは交流居住などを指すもの

と捉えておるところでございますけれども、若い層の皆さんの中では二地域居

住を検討する人が増えているというふうに聞いています。その際考慮する条件

としては、交通整備等のアクセス性の向上、医療、介護の充実、先ほど御意見ご

ざいました、そして仕事があることが挙げられており、生活環境の充実と仕事と

いう条件がクリアをされなければ交流人口というのはなかなか増えないという

ふうに私自身は受け止めました。 

 また、大熊、双葉の皆さんからは、避難指示解除になっても医療機関、商業施

設を含む衣食住の環境や就労環境が整っていないために生活の再建には程遠い

というような御意見、声もお聞きをしました。復旧復興の途上にある被災地の皆

さん、やっぱりほぼ同様のことを求めていらっしゃる、同じ苦労をなさっていら

っしゃるということを改めて学ばせていただきました。 

 そこでまず、福島再生加速化交付金についてお尋ねをしたいというふうに思

います。 

 原発事故被災十二市町に移住をして五年以上居住をする、就業又は起業をす

る人を対象に、一世帯に対し最高二百万円の支援金を支給する制度など、福島県

や市町村が行う取組にこの再生加速交付金を活用できる仕組みがつくられ、二

一年度に移住希望者への情報発信あるいはコミュニティービジネスの起業支援

などを対象として五十億円の予算が計上をされている。 

 これを受けて、福島県は、移住支援金あるいは起業支援金というものを創設を

して、二一年度中には約三百人の移住を見込むということが言われておりまし

たが、この点、その後実績はどのようになっているのか、お教えいただければと

思います。 

○渡辺博道 復興大臣 お答えいたします。 

 原子力災害被災十二市町村の移住、定住の促進につきましては、令和三年度か

ら福島再生加速化交付金に移住・定住促進事業を創設したところであり、移住支

援金を始め、各自治体、移住、定住の促進に向けた取組を支援しているところで

ございます。 

 移住支援金は、令和三年度から福島県が実施しております世帯員を含めた交

付対象者数については、令和三年度は九十九人、令和四年度は三百二十六人とな

っております。 
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 復興庁としては、引き続き、被災十二市町村及び関係機関と連携しながら、移

住、定住の促進にもしっかりと取り組んでまいりたいと思います。 

○鬼木誠 ありがとうございます。是非、継続した取組、いただきたいというふ

うに思います。 

 次に、この加速化交付金を活用した地域情報発信交付金についてお伺いをし

たいというふうに思います。 

 これは、福島定住等緊急支援の地域魅力向上・発信支援事業として、復興庁か

ら福島県と各市町村へ交付をされて行われている。事業の内容としては、風評動

向調査、体験等企画、情報発信のコンテンツ作成、ポータルサイトの構築などな

ど、外部人材の活用や地域の語り部の育成、人材活用事業もございます。さらに、

これらを一体的に行うための関連施設の改修などとなっており、復興庁や福島

県のホームページなどでこの交付金を活用した取組の事例を見ることができる

と。 

 福島県による行政事業レビューシートには、事業の一定の評価が記載をされ

ているところです。一例を挙げれば、風評・風化対策に対する情報発信分析事業

において、福島県のイメージ調査の結果として、震災発災以降、福島県のイメー

ジは徐々に回復傾向にあったものの、ＡＬＰＳ処理水の処分方針決定後にイメ

ージが低下したなどが記載をされている。しかし、これ、国としての行政事業レ

ビューシートには詳細な記載がない。国として、この事業をどのように評価をし

ているのかというのがいま一つ分からないんです。 

 そこで、これらの交付金を活用した事業の成果、そしてその評価についてお尋

ねをしたいというふうに思っています。特に、コロナ禍から抜け出しつつある中、

インバウンドの皆さんが増えてきている。海外からお見えになる方に福島の復

旧復興の現状を見ていただく、あの地震と原発事故から何を学ぶのか、教訓とす

るのか、そして、安全に安心して日常を送ることに必要なこととは何か、それを

学び合うというのは、とっても僕はいい機会だというふうに思うんです。そして、

そのような積み重ねが帰還者や移住者の増加にもつながるというふうにも考え

ています。 

 改めまして、この交付金による事業がどのような状況なのか、そのように捉え

ていらっしゃるのか、是非お聞かせをいただければと思います。 

○渡辺博道 復興大臣 原子力災害に伴う風評の払拭、影響を払拭して更に復興

を進めていくためには、まずは科学的根拠に基づく正しい情報を発信すること

だけではなくて、地域の魅力を発信してくことは大変重要だというふうに思っ

ております。 

 こうした地域の魅力発信につきましては、地元自治体を始めとする地域の

方々にも担い手になっていただくことが効果的であることから、福島県内の自
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治体が創意工夫によって企画、実施する取組を支援するため、令和三年度に御指

摘の地域情報発信交付金を創設したところでございます。 

 現在、各自治体では、この交付金を活用して、例えば道の駅でのイベントを動

画で全国に配信する取組や首都圏、関西圏などでのイベントに複数の自治体が

共同で参画する取組など新しい特徴的な取組を進めていただいており、それぞ

れ成果を上げているものと認識をしています。また、その活用は、令和三年度、

二十一自治体、三十九事業から、令和四年度、三十九自治体、八十三事業へ着実

に広がっており、その必要性や有効性について各自治体からも広く評価されて

いるものと認識をしているところでございます。 

 復興庁としましては、この交付金による支援が福島のイメージの向上や帰還、

移住の促進に大きく寄与することを期待しており、更に有効に活用されるよう、

地域のニーズにきめ細かく対応してまいりたいと思います。 

○鬼木誠 ありがとうございます。 

 先ほどもお話をしましたし、御回答にもいただいたところでございますけれ

ども、福島の今を知る、今、福島の現状を多くの皆さんに見ていただく。これ、

移住をされる方だけではなくて、避難をされている方、もう全国にいらっしゃい

ますんで、全国に避難をされている皆さんに福島の現状を見ていただくという

ことも、帰還につながっていくあるいは帰還を判断する上で非常に重要な材料

になっていくんではないかというふうに思っています。そのことについては、ま

た後ほど少し触れさせていただきたいというふうに思います。 

 移住の方なんですけれども、衆議院の質疑でもこの新規移住者の目標につい

てのやり取りがなされている。双葉町の移住者目標については六百、大熊町は千

百、浪江町二百、飯舘二人、五町村で約二千人の新規移住者という目標が立てら

れている。ただ、想定よりも帰還や移住はやっぱりまだまだ進んでいないという

ような現状、実態ではないかというふうに思います。 

 これは、福島の今後がどうなっていくのかということについて、もちろん復旧

復興は進んではいますけれども、やっぱり全体像がなかなか見えにくいという

ことに一つの大きな原因があるんではないかというふうに思うんです。 

 福島の復興再生拠点区域を除いた帰還困難区域は全体の九二％、逆に言うと、

帰還困難区域の全体の中で拠点区域が占める割合は八％でしかない。この拠点

区域外の周辺部であるその九二％、今後、避難指示の解除に向けた工程がやっぱ

りまだまだ不明瞭、不明確。したがって、先ほど言ったように、帰還や移住の判

断についてなかなか付きづらい、付けづらいというような実態があるのではな

いかというふうに思っています。 

 除染の問題も含めまして、決算委員会でも同様の質問をさせていただきまし

た。渡辺大臣からは、将来的には帰還困難区域の全てを避難指示解除をする、そ
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して復興再生に責任を持って取り組むという決意は揺るぎない、被災、あっ、ご

めんなさい、避難指示解除に向けた取組を全力で取り組んでまいりたいという

答弁をいただいた。 

 非常に心強くお聞きをしたところでございますけれども、この帰還困難区域

の全てを避難指示解除するための今後の工程について、現時点でどのようにお

考えて、なるのか、改めてお聞かせをいただければというふうに思います。 

○渡辺博道 復興大臣 現時点といっても、先ほど、先般、私が委員にお答えし

た内容と時間的に、そうありません。したがって、お答えする内容については前

回同様のお答えになってしまうことをお許しをいただきたいというふうに思っ

ております。 

 先ほど申し上げましたけれども、将来的に帰還困難区域の全ては避難指示を

解除し、復興再生に責任を持って取り組む、この決意は揺らぎがありません。そ

の上で、特定復興再生拠点区域外については、地元住民の皆様方から、拠点区域

外にある自宅に帰りたい、元いた場所で生活を再開したいとの切実なお声があ

り、受け止めております。まずは、二〇二〇年代をかけて、帰還意向のある住民

の方々が全員帰還できるよう、まずはこの法律を提出したところでございます。 

 このため、まず本法案を成立させて、帰還意向のある住民の方々が一日でも早

くお戻りいただけるよう、各地元自治体において設定される特定帰還居住区域

について、除染を始めとする避難指示解除に向けた取組をしっかり進めてまい

りたいと思います。 

 また、いわゆる残された土地、家屋等の取扱いについては引き続き重要な課題

でありまして、地元自治体との協議を重ねながら、冒頭申し上げた決意の下、し

っかり検討してまいりたいと思います。 

○鬼木誠 おっしゃっていただいたように、決意は揺るぎないということにつ

いては改めてお答えをいただいたところでございます。 

 その上で、今回の法改正で触れられている特定帰還居住区域についての考え

方についてもお答え述べていただいたところでございますが、その点について

改めてお聞かせをいただきたいというふうに思っています。 

 この帰還に応える、帰還したいという声に応えるために、今回このような法改

正を行って、特定帰還居住区域として除染など必要な事業を行うこととなって

いる。 

 そして、この居住区域の要件については、放射線量を一定基準以下に低減でき

ると、一体的な日常生活を構成をしていた、かつ、事故前の住居で生活の再建を

図ることができる、それから、計画的かつ効率的な公共施設等の整備ができる、

拠点区域と一体的に復興再生できる、この四つが要件として挙げられている。日

常生活に必要な範囲として、宅地、道路、集会所、墓地などを含む範囲で設定す
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るというふうになっている。 

 そこで、この一体的な日常生活圏を構成をしていた、かつ、事故前の住居で生

活の再建を図ることということについて確認をしたいと思います。 

 例えば、帰還を希望する人が一定の人数ある、複数人集まっていくということ

になると、これ、集落になり得るといいますかね、隣近所の方も含めて一定帰っ

てくるということになると生活圏が広がりますので、そういう集落としての整

備というのがイメージできるんですけれども、例えば、ぽつんと一軒離れたとこ

ろにある、そこの一軒離れたところにお住まいの方が帰還したいというような

御意向をお持ちのときには、この区域の設定ということについてはどうなって

いくのか。あるいは、対象となる、これもう当然対象にならないかぬと思うんで

すけれども、そのことについて少し明快にお答えいただければと思います。 

○渡辺博道 復興大臣 特定帰還居住区域については、一体的な日常生活圏を構

成していた、かつ、事故前の住居で生活の再建を図ることができることという要

件に該当することが必要でありますが、委員御指摘の点については、住民の方々

の帰還に関する御意向を個別に丁寧に把握した上で、拠点区域から、地理的な距

離にかかわらず、その帰還に必要な箇所を特定帰還居住区域に指定できること

としておりまして、ぽつんと一軒家だから対象にならないということはあり得

ません。 

○鬼木誠 よく分かりました。 

 次に、同じく要件の二、事故前の住居で生活の再建を図ることができるという

点についてお尋ねをしたいと思います。 

 原発事故から十二年、避難した方々が元々住まわれていた住居というのは放

置をせざるを得ない状況だったと。 

 先ほど、三月に視察を行ったということをお話をさせていただきましたけれ

ども、実はその際に、町長の元の住居というのを見せていただいて、中に入らさ

せていただいたんです。野生動物がどんどん入ってくるそうですね。物すごい屋

内の状況でございました。とてもこの家で、この場所でこのまんま生活をする、

暮らすというのは想定できないというような状況だった。 

 帰還の意向をお持ちの方についても、同様な状況の方いらっしゃると思うん

です。その方々の住居の確保をどうするのかということについては、これ大きな

課題だというふうに思っています。 

 個人資産である住居の取得に対して国費を投入をするということについては

基本的には難しいとしながらも、政府としても、支援の必要性についてはお認め

になっているというふうに思います。 

 一昨年八月に政府の復興推進会議がまとめた特定復興再生拠点区域外への帰

還・住居に対する避難指示解除に関する考え方の中でも、拠点区域外への帰還実
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現、居住人口の回復を通じて自治体全体の復興を後押しする措置であることか

ら、国の責任において行うと、残された土地、家屋等の取扱いについては、地元

自治体との協議を重ねつつ検討を進める、先ほど御回答いただきましたけれど

も、とされています。ただ、これまで、支援を行うということであるとか、その

方法をこれから検討しますということについて、なかなか明確に、あるいは明快

にお答えいただけていないのかなというふうにも思うんです。 

 改めて、帰還を希望する避難住民の皆さんが安心して帰還できる、そのように

捉えるために、思えるように、是非前向きな、そして明快な御回答をいただきた

いというふうに思いますが、是非よろしくお願いいたします。 

○渡辺博道 復興大臣 委員御指摘のように、住居については個人資産的な要素

があるということを冒頭おっしゃっております。この点が大変私どもは一番課

題となる部分だというふうにまず認識をしているところでございます。御自宅

の再建費用を国が公的に負担することには、そういった意味ではなかなか制約

があるんではないかなと思います。 

 拠点区域と同様、建て替える方が負担することを原則とした上で、様々な対応

が考えられるんではないかな、そのように思っております。この点を今後検討し

てまいりたい、そのように思っております。 

○鬼木誠 いま一つまだ残念ながら明快ではないというふうに思いますけれど

も、何らかの検討を行っていただくというようなことで、本日段階、受け止めさ

せていただきたいというふうに思いますが、これ、やっぱり大きいと思うんです、

帰還を判断する上で。住まいがないことには、帰りたくても帰れないというのが

本音といいますか、皆さんの気持ちだろうというふうに思いますので、是非前向

きな御検討をいただきますことを重ねてお願いをしておきたいというふうに思

います。 

 次に、先ほど離れた一軒家のお話をさせていただきましたけれども、拠点区域

と一体的に復興再生できるという点での整合についてお尋ねをしたいというふ

うに思いますが、当然、離れた一軒家の場合であっても該当するんだよというよ

うなことでお答えをいただきました。 

 ただ、住居地域が拠点区域から離れていればいるほど、例えば買物に行くとか

通勤するとか通学をするとか病院に行くとか、日常生活を営む上で、その区域と

家とのアクセスをどうしていくのか、その間、この区間の除染も含めてですね、

というものが課題になっていくだろうというふうに思います。ここがやっぱり

判明しないと、帰れるのか帰れないのかということをお迷いになる住民の方も

いらっしゃる。 

 是非、この日常生活を営むことができるような除染整備というものについて

も、これは必ず行うんだというようなことについて、いま一度お答えをいただけ
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ればと思います。 

○渡辺博道 復興大臣 先ほど、一軒家の話につながるわけでありますけれども、

住民の方々の帰還に関する御意向を個別に丁寧に把握した上で、拠点区域から、

地理的な距離にかかわらず、その帰還に必要な箇所を特定帰還居住区域に指定

していただいた上で、除染等を含めた所要の避難指示解除に向けた取組を行う

こととなります。 

 なお、御指摘の要件は、帰還する住民の方々が日常生活を営むことができるよ

う、特定帰還居住区域と特定復興再生拠点区域、両方ございますが、のアクセス

を確保することにより、両区域における日常生活、事業活動のつながりが必要で

あることを求めたものであり、拠点区域から遠方にある区域を除外することを

その趣旨とするものではありません。 

○鬼木誠 ありがとうございました。よく分かりました。 

 今のような説明、丁寧な説明であるとか、あるいはこの法律が目指すもの、あ

るいは疑問や不審に思われていることについて、やっぱり、先ほど来個別に丁寧

にというような発信、御回答あっていましたけれども、そういう説明を繰り返し

繰り返し行うことで、意向調査というものの精度が増していくんではないかと

いうふうに私は思っています。 

 その意向確認、意向調査の在り方についてなんです。 

 この間、意向調査の在り方について、すぐに帰還について判断できない住民に

も配慮をして、複数回実施をするというような考え方が示されている。二〇二一

年八月の政府方針では、二〇二〇年代を掛けて、帰還意向のある住民が帰還でき

るよう、帰還意向を個別に丁寧に把握をするということが盛り込まれています。 

 先ほども少しお話をしましたけれども、避難されている方というのは県内、福

島県内だけではなくて全国広範囲に避難をされていらっしゃる。そうすると、こ

の個別に丁寧にというのは結構難しい、容易ではないなというふうに思ってい

ます。 

 この帰還意向の確認について、まずはどのような方法で行われるのかという

点についてお聞かせをいただきたい、お教えいただきたいと思います。 

○渡辺博道 復興大臣 帰還意向の確認につきましては、昨年夏以降、各地元自

治体と共同で進めているところでございます。 

 具体的には、双葉町、大熊町、浪江町、富岡町において、対象となる世帯の世

帯主の方等に帰還意向調査を個別に郵送し、返送していただく形で実施してき

ているところでございます。 

 これに加えて、帰還意向調査の実施に当たっては、各自治体と共同で、自治体

の行政区ごとに住民同士の対話も含めた意見交換会や座談会などを開催するな

どして、地域別に住民の御疑問、それから御懸念を丁寧にお伺いするような取組
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も実施しているところでございます。 

 こうした取組を含めて、引き続き自治体と連携しながら、御帰還を希望する住

民の方全員が安心して帰還できるように取り組んでまいりたいと思います。 

○鬼木誠 意見交換会等も含めて丁寧な取組を行っていくということでござい

ますけども、先ほど言ったように、県外に避難をされている方等々についてどれ

だけやっぱり丁寧にそのことを行うことができるのかというのは重要な課題だ

というふうに思っています。それぞれの自治体でも苦労があるというふうに思

いますし、工夫ある取組も行われるんではないかというふうに思いますけれど

も、是非引き続きこの丁寧な意向確認ということについて追求をいただくこと

をお願いをしておきたいというふうに思っています。 

 僕が一番感じているのは、特にやっぱり、県内にいらっしゃる方もそうなんで

すけれども、先ほど来繰り返しておりますように、県外にいらっしゃる方が復旧

復興の状態を知る機会がそう多くない方もいらっしゃるんではないかと思うん

ですね。ニュース等でこんなことがあったよということを知る機会はあったと

して、日々の復旧復興がどのように進んでいっているのか、そういう、出会う機

会が少ない、最初の方で情報発信事業等についてのお話もさせていただきまし

たけれども、あらゆるツールやあらゆる施策を通じてやっぱりしっかり情報を

共有できるような工夫というのも要るんではないか。とりわけ、県外に避難をさ

れている皆さんについて、そういう、今言った帰還の希望の判断という点からも

しっかりフォローをしていただくということ、これも重ねてお願いをしておき

たいというふうに思っています。 

 一番悩まれているのは、恐らく、もう避難から十二年たつと、避難先でもう新

たな自分の生活拠点ができている方が多いと思うんです。その生活拠点を、元の

家に戻るということはその生活拠点を廃棄をする、捨ててでも、あるいは二重拠

点という方いらっしゃるかもしれませんけれども、とっても大きな判断をしな

ければならないということ、もう十分御承知おきだというふうに思いますけど、

是非そういう点にも、その点も考慮をいただいた上で、この丁寧にというような

部分をどれほど厚くできるのかということについて、是非今まで以上の、今まで

の取組を踏まえて、そこから導き出された教訓や成果というものを踏まえて取

組を進めていただきたいというふうに思っているところでございますけれども、

いま一度この丁寧な意向確認ということについて、御回答、お考えがあればお聞

かせをいただければと思います。 

○由良英雄 復興庁統括官 大臣からも答弁させていただいておりますけれど

も、各自治体の行政の方と住民の方の間のつながり、大変濃うございます。私ど

も、お供する機会として、例えば東京での住民懇談会、仙台、あるいは新潟、こ

ういったところで住民懇談会をやっておられる自治体もございます。こういっ
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た機会にもできるだけ行政、国の側も参加できる機会をつくっていただいて、意

見交換を重ねられればと思っております。 

 そういったことも含めて、帰還意向の確認については複数回行うということ

も考えてございますので、しっかりやっていきたいと思います。 

○鬼木誠 ありがとうございました。 

 今最後にあった複数回ということについて今度はお聞きをしたいというふう

に思います。 

 避難住民の皆さんから帰還意向確認を行った上で特定帰還居住区域の範囲を

設定をする、公共施設の整備等の事項を含む特定帰還居住区域復興再生計画を

策定をする、それを総理大臣が認定をする、国費負担によって除染等が実施をす

る、流れとしてはこういう流れだろうというふうに理解をしているんですけれ

ども、この意向調査、意向確認については、御回答あったように、複数回行うと

いうことになっている。この複数回の意向調査なんですけれども、例えば、答弁

の中、御回答の中であったように、各町村で住民説明会などが行われている、こ

のサイクルというか、意向確認、除染、避難指示解除のサイクルを二〇二〇年代

をかけて複数回行うことを想定をしている、このような説明が説明会の中でな

されているんではないかというふうに思っています。 

 住民の皆さんの中には、帰還する、帰るかどうか迷っている皆さんの中には、

最初はちょっと不安だけれども、例えば、復旧復興がどんどんどんどん進捗をし

ている、あるいはほかの皆さん、近所の皆さんが帰る方が増えていく、そのよう

な状況の変化、あるいは進行の変化の中で、ああ、やっぱり帰還してみよう、や

っぱり元の家に住みたい、帰りたいというふうに心情の変化というのもあるん

ではないかというふうに思うんです。 

 そのような意向の変化、帰還意向の増加、それらを反映をして、特定帰還居住

区域の設定範囲などを修正をする、あるいは復興再生計画を上書きをする、更新

をする、そのような形で理解をしていいのか、それとも一定回数意向確認をした

ら、もうそこで、もう一旦終わりですと、もう再生計画については、これ以降の

意向確認、帰りたいと言ってもなかなか難しいですというようなことで考えて

いらっしゃるのか、その点、少しお聞かせをいただければと思うんですが。 

○由良英雄 復興庁統括官 帰還意向調査につきましては複数回実施をすると

いうことにいたしておりますが、その手続としては、仮に計画策定後に帰還の御

意向が新たに確認された場合において、こうした住民の方々の生活の再建が図

られるよう新たに特定帰還居住区域の設定を検討をし、計画の変更や新たな計

画の追加ということを行っていただくことは可能であるというふうに制度上考

えてございます。 

 また、御指摘いただきました、何回か行った後ということでございましたけれ
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ども、二〇二〇年代をかけて帰還をいただくという時間軸で考えてございます

ので、おおむねそういった時間軸の中で帰還希望のある方は皆さん戻っていた

だけるように具体化を図っていきたいというふうに考えてございます。 

○鬼木誠 ありがとうございました。 

 今の答弁、御回答で、やっぱり少し迷っていらっしゃる方、あっ、何回かチャ

ンスがある、あるいは帰還をしたいという意向についてもう少しじっくり考え

ていいんだ、いろんな情報や現状等を把握をした上でというふうに思われる方

いらっしゃるというふうに思いますので、それらについてもやっぱり情報発信

していただきたいなというふうに思っています。 

 総じて、今回変わる法律について、不明な点、あるいはよく分からない点、あ

るいはもう少し詳しい説明をした方が理解が進む点、結構多いと思うんですね。

そこを、先ほど丁寧なというようなお話ししましたけれども、丁寧にどういうふ

うな形で御説明をしていくのか、度重なる説明になって、自治体の皆さん、国の

皆さん、もう大変だというふうに思いますけれども、ここはやっぱり手を抜くこ

とはできないというふうに思いますので、しっかり行っていただければという

ふうに思っています。 

 それからもう一つ、この間の答弁の中で気になっているのは、地元自治体と今

後協議しながら検討していくというのが多い、もちろん地元自治体の方の意向

というのは大変重要、大切でございますから、その協議をしっかり行っていただ

くことは必要だというふうに思うんですけれども、この法案が今まさに議論さ

れている段階で、まだ先のことよく分からない、これからの検討なんですという

ようなことについてもまだ残っているような気がするんですね。 

 ですから、ある意味、今の時点で不明瞭なところ、あるいはかちっと固まって

いないところについてもしっかりした内容や方向性についてなるべく早期に固

めて、意向調査、意向確認、複数回行われる意向確認の中で、そのことが正しい

情報として的確に、できれば早く伝わるように、引き続きの努力というものもお

願いをしたいというふうに思いますし、そのことが避難住民の皆さんに寄り添

うということだろうというふうに思います。 

 最後の、時間的に最後の質問になります。 

 今回の改正案を閣議決定をした今年の二月七日の閣議決定後の記者会見にお

いて、今回の帰還スキームの位置付けに対する記者の問いかけございました。拠

点外について今後どうするかということで、この法律を改正するわけである、こ

れは、位置付けとしては最後の位置付けという形になる、このような答弁がなさ

れたものというふうに理解をしています。帰還スキームとしての最後というこ

とは、今回の改正案による除染、帰還の枠組みを繰り返し継続をすることで帰還

希望者全員の帰還を行うというふうに理解ができるところなんです。 
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 ただ、今回の改正案は、まさに帰還意向のある方の日常生活圏の範囲を除染と

いうことになっているわけですから、あくまでも面の除染ではなくて点の除染

だというふうに私は捉えています。帰還される方が増加をしていったとしても、

場所によっては重ならない部分がある。つまり、表現は適切ではないかもしれま

せんけれども、帰還困難区域がこうぽつぽつと虫食いのように広がっていくこ

とはあっても、全部が除染されること、このスキームではないというふうに理解

をしている。ただ、そうなると、帰還困難区域の全てを避難指示解除をするとい

う元々ある方針、揺るぎない方針と、全ての帰還希望者が帰還できるように行っ

ていくためのスキームとして今回行う方針、あるいは除染のスキームといいま

すかね、がどうもうまくかみ合わないような気がするんですね。 

 この点について、是非、先ほど来お話をしているように、やっぱり帰還希望を

される、あるいは帰るか帰らないか迷っている方について、その不整合がすとん

と落ちないと最終の判断に至らないんではないかということも思いますので、

是非この点について、決意も含めてといいますか、お答えをいただければと思い

ます。 

○渡辺博道 復興大臣 私は、復興を成し遂げるという、先ほど自分の決意は申

し上げたとおりでありまして、復興を成し遂げるためには、やはり全体の帰還困

難区域を最終的に解除していく、これはもう我々の仕事だと、そういうふうに思

っておりますが、まずは、帰還したい、でも帰れない、こういう人たちのまず意

向にしっかりと沿うことが必要だということで拠点外の創設を今回の法律でし

たわけであります。 

 したがって、先ほどの私の答弁の中で、前回の記者会見の中で、最後のスキー

ムだというようなお話、要は、出されました。この点については、二月七日の会

見での、私の会見でのことを指しているというふうに思っておりますけれども、

その会見の場では、記者の方から、最後の帰還スキームであるかとのお尋ねであ

ったので、帰還を希望する住民の方々の全員の帰還を実現する、実現することを

目指すんだという私の意気込みを込めて述べたつもりであります。 

 帰還意向については、すぐに帰還について判断できない住民、先ほども委員が

申し上げたとおりでありますが、こういった住民にも配慮しまして、複数回にわ

たって帰還意向の調査をしていくということがまず第一点ございます。現時点

で意向を示されない方も、二〇二〇年代をかけて、帰還意向のある住民の方々が

全員が帰還できるように、避難指示の解除の取組を進めていく、そのようにして

いきたいというふうに思っております。 

 また、こうした取組を進めていった中において、それでもなお残された土地や

家屋、当然あります。こういった土地や建物の扱いについては引き続き重要な課

題として取り組んでまいりたいというふうに思っておりますが、この際も、地元
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の自治体との関係、やはり協議を重ねてしていかなければならない点がござい

ますので、引き続き丁寧に進めてまいりたい、そのように思っております。 

○鬼木誠 ありがとうございました。 

 今の答弁で少し分かって少し分かんなかったんですけれども、ただ、心配する

のは、最後のスキームという言葉が独り歩きをして、もうこれ以外に帰還という

ことについてのすべがないんだというふうな受け止めに仮につながっていると

したら、少し判断する際のバイアスが掛かってしまうかなというような気持ち

もございますので、今御答弁をいただいたことも含めまして、改めて、先ほども

言いましたように、情報が正確に伝わるように、そしてしっかりした理解につな

がるように、引き続きの努力というものをお願い申し上げまして、私の質疑を終

わらさせていただきたいと思います。 

○渡辺博道 復興大臣 委員長、ちょっと追加で、済みません、簡単に。 

 分かりやすくしなけりゃいけないと思うんで、最後の復興の施策、最後の復興

の施策ではありませんよということを私は強調していきたいというふうに思っ

ています。 

 以上です。 
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